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公益社団法人安城市シルバー人材センター会費規程 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人安城市シルバー人材センター（以下「センタ

ー」という。）定款第７条に定める会費に関し、必要な事項を定める。 

（会費の額） 

第２条 会員が一事業年度に納入すべき会費の額は､次の各号に定める額とする｡ 

（ １ ）正会員の額は、年額2,000円とする。ただし、１月から３月までに正会

員となった者の額は、500円とする。 

（ ２ ） 正 会 員 の う ち 、 ゴ ー ル ド 会 員 の 額 は 、 年 額 1 , 0 0 0円 と す る 。 

（ ３ ） 特 別 会 員 の 額 は 、 年 額 1 , 0 0 0円 と す る 。  

（ ４ ） 賛 助 会 員 の 額 は 、 一 口 年 額 5 , 0 0 0円 と す る 。  

（納入期限） 

第３条 会員の会費は、次の各号に定める期限までに納入するものとする。 

（ １ ） 正 会 員 の 会 費 は 、 毎 年 １ 回 ７ 月 末 日 ま で に 納 入 す る こ と と

し 、 年 度 当 初 に 支 払 わ れ る 配 分 金 よ り 納 入 す る も の と す る 。

た だ し 、 納 入 期 限 ま で に 納 入 で き る 配 分 金 が な い 場 合 は 、 納

入 通 知 書 に よ り 納 入 す る も の と す る 。  

（ ２ ） 賛 助 会 員 及 び 特 別 会 員 の 会 費 は 、 毎 年 １ 回 ７ 月 末 日 ま で に

納 入 す る も の と す る 。  

２ 新たに入会しようとする者は、入会を承認された後１か月以内に、納入通知

書により会費を納入するものとする。 

（委任） 

第４条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は、理事会で定め

る。 

附 則 

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

附 則  

この規程は、平成２６年６月１８日から施行する。  

附 則  

この規程は、平成３０年６月２０日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和元年６月１４日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和２年３月１８日から施行する。  

附 則  

この規程は、令和６年度定時総会による公益社団法人安城市シルバー人材セ

ンター定款第５条の変更の決議の日（令和６年６月２５日）から施行する。  


